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平成25年10月15日
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瑞穂市の行政改革の流れ
平成１７年３月

「地方公共団体における行
政改革の推進のための新た
な指針」

集中改革プランの公表

平成１８年３月
「瑞穂市第１次総合計画」
健全な行財政運営の施策の中
で行政改革大綱の策定を位置
付け

平成１８年１０月「瑞穂市行政改革大綱」、「瑞穂市
集中改革プラン」策定

・７項目２１の取り組み
・推進期間 平成１８年度～平成２２年度

平成２２年８月
「第二次瑞穂市行政改革大綱」策定

・８項目２５の取り組み
・推進期間 平成２２年度～平成２６年度

他市と計画期間を合わせるため
１年間前倒し



第二次瑞穂市行政改革大綱の
平成２４年度実績について

＜議題１＞
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１－① 適正な職員数確保及び配置

Ｈ２７年計画総職員数 ４２３人

Ｈ２５年４月時点計画総職員数 ４２３人

〃 時点総職員数 ４２０人

（昨年度比 －３名）

１－② 人材（職員）の育成
職員研修参加人数

計画人数 ２，０００人

実績人数 ４２０人 昨年度比△１，５８０人

１－③ 目標管理制度の構築

Ｈ２２年度より目標管理制度を導入、運用
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５－① 財政の健全化

項 目 実績値 前年比

標準財政規模 10,390,443千円 ＋79,223千円

財政力指数(3年平均） 0.782 △0.021

実質公債費比率 3.0％ △0.7

経常収支比率 81.6％ △0.8％

基金合計額 9,266,099千円 ＋143,899千円

地方債現在高 12,687,762千円 △102,765千円
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６－① 情報公開・個人情報保護制度の
適正かつ円滑な運用

・情報公開申請件数

Ｈ２４年度実績 １３件

６－② 監査機能の充実

・平成２２年度「公の施設の管理運営のあり方について」

・平成２３年度「補助金等の執行状況について」

・平成２４年度「契約（入札状況を含む。）について」

・平成２５年度以降は包括外部監査を実施しない

６－③ 開かれた審議会
・審議会委嘱人数 ３４１人

うち公募委員 ７％ 目標２０％以上

うち女性委員 ２０％ 目標３０％以上

※総委員数について、平成24年度中に委嘱状態にある委員数に変更
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８－① （財）瑞穂市施設公社の健全な経営

Ｈ２４年度 歳入 １５２百万 （前年度比 ＋０百万）

歳出 １４９百万 （前年度比 －３百万）

追加出資 ０百万 （前年度比 ±０百万）

８－② 瑞穂市土地開発公社の健全な経営

Ｈ２４年度 土地保有状況 ０㎡（前年度比±０㎡）

８－③ みずほ公共サービス㈱の健全な経営

Ｈ２４年度売上 ５９百万（前年度比 －５４百万）

純損失 １３．０百万（前年度比 ー２２．３百万）

追加出資 ０百万（前年度比 ±０百万）
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８－④ （一財）瑞穂市ふれあい公共公社の健全な経営

Ｈ２４年度売上 ０．１百万（前年度比 ー ）

純利益 ０．１百万（前年度比 ー ）

出資金 ３百万（前年度比 ー ）



第二次瑞穂市行政改革大綱の
計画期間延長について

＜行政改革大綱の計画期間＞大綱

第一次行革大綱 計画期間 平成１８年度～平成２２年度

第二次行革大綱 計画期間 平成２２年度～平成２６年度

（※１年前倒し）

＜瑞穂市総合計画の策定＞

第１次総合計画 計画期間 平成１８年度～平成２７年度

次 期 総合計画 計画期間 平成２８年度～ 未 定
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次期総合計画策定における行政改革関連施策並びに計画期間と整合
性を図る必要がある。

第二次行政改革大綱の計画期間を１年間延長（平成
２２年度～平成２７年度）

１年間のズレ



包括外部監査について

＜議題２＞
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平成２２年６月 包括外部監査
個別外部監査

包括外部監査の概要

監査機能の強化を目的に

平成２２年度から包括外部監査を実施

監査人（税理士）⇒（監査実施）市

＜監査の流れ＞

監査人（税理士）⇒（結果報告）市・議会・監査委員

市 ⇒（措置結果通知）監査委員

監査委員 ⇒（措置状況公表）市民

措 置 済･･･指摘事項に対し、対応が完了しているもの。
改善進行中･･･指摘事項に対し、現在対応中であるもの。



包括外部監査の取り組み
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平成２２年度

「公の施設の管理運営のあり方について」

平成２３年度

「補助金等の執行状況について」

平成２４年度

「契約（入札状況を含む。）について」



Ｈ２５年８月時点の措置状況

平成２２ 措置済 改善進行中 不（未）措置 未着手

結果 ８３ ３ １３ ０

意見 ４７ ２ ２１ ０

合計 １３０ ５ ３４ ０
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平成２３ 措置済 改善進行中 不（未）措置 未着手

結果 １２１ ６ ２０ ０

意見 ５０ ５ ２５ ０

合計 １７１ １１ ４５ ０

平成２４ 措置済 改善進行中 不（未）措置 未着手

結果 １５５ １７ １９ ０

意見 ４５ ２ １７ ０

合計 ２００ １９ ３６ ０



今回の報告 平成２５年８月

次回の報告 平成２６年３月

包括外部監査の措置状況

半年ごとに監査委員へ報告
・改善進行中のもの
・改善進行中以外でフォローアップが必要なもの
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実施主体：全国市民オンブズマン連絡会議

＜評価対象＞

平成２２年度の包括外部監査実施団体（全国１１９団体）

の監査報告書（１３２テーマ）に対する実施自治体の措置

通知等の対応状況について評価

＜評価基準及び評価＞

（１）監査報告書（有用性が高いものを評価）

①真実性 ②適法性 ③有効性 ④効率性 ⑤経済性

（２）措置対応（Ａ～Ｅで評価）

①措置公表の早さ ②対応措置の明確性 ③説明責任
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包括外部監査の通信簿



措置模範大賞受賞
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◎総合評価Ａの７団体のうち、特に優れ、真に模範とするに値
すると思われるものに「措置模範大賞」が贈られる。
（９月７日に開催された第20回全国市民オンブズマン京都大会（京
都市）で表彰式にて表彰状が授与されました。）

○平成２２年度分の監査に対する措置が評価されたもの。

＜評価された主な項目＞

・半年毎の追加報告（進捗状況の把握が容易）

・「改善進行中」にはその時点までの改善点、今後の取組内容が記

載されている。

・「不（未）措置」は判断理由が記載されている。

・報告内容が具体的（「結果」のほか「意見」も対象）である。

・読む側の便宜を考慮した工夫（色分け・一覧表）

・従前の模範箇所を全て取り込んであり、伝わりやすい報告書であ

り説明責任を果たしている。

・半年足らずの１回目の報告から、既に取り組み始めている。



諮問予定案件について

＜議題３＞
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瑞穂市行政改革推進委員会への
諮問予定案件の概要

【諮問の概要】

件名：「審議会等のあり方について（仮）」

まちづくり基本条例推進委員会から市へ提出予定され
ている中間報告書「まちづくりに関する提言書」におい
て、提言として盛り込まれる予定の

“審議会等のあり方”の提言事項を基に、市が提案する
行政改革対応施策に関し、行政改革推進委員会の意見を
求めるもの。
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まちづくり基本条例推進委員会での審議過程

平成２４年 ７月 第１回会議 推進委員会発足

平成２５年 １月 第２回会議 市の取り組み状況

３月 第３回会議 推進委員会のあり方①

平成２５年 ４月 第１回会議 推進委員会のあり方②

※５月～７月 部会５回開催 テーマ選定に向けた勉強会

平成２５年 ７月 第２回会議 テーマの選定について

進め方・スケジュール

平成２５年 ９月 第３回会議 審議会について

平成２５年１０月 第４回会議 提言書（素案）

平成２５年１２月 第５回会議 提言書確定 ⇒ 提出
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「諮問案件のポイント」

１．審議会等の更なる活用

２．審議会等の委員の選出基準

３．委員選出の新たな方策

４．例規の整理
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今後のスケジュール（案）

平成２５年１０月１５日 第１回 推進委員会
諮問予定案件概要説明

平成２５年１１月中旬 第２回 推進委員会
諮問書受理⇒審議⇒答申（案）

平成２６年１月中旬 第３回 推進委員会
答申確定 ⇒ 市へ提出

平成２６年２月下旬 関係例規改正
（平成２６年４月１日施行）

20



平成25年度
第１回 瑞穂市行政改革推進委員会

平成25年10月15日
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